
予約開始

７ 日 １２ 日 ２ 日 ７ 日 ４ 日 １ 日 ６ 日 ２ 日 １ 日 ５ 日 ２ 日 ２ 日

１４ 日 １９ 日 ９ 日 １４ 日 １０ 日 ８ 日 １３ 日 １０ 日 ８ 日 １２ 日 ９ 日 ９ 日

２１ 日 ２６ 日 １６ 日 ２１ 日 １８ 日 １５ 日 ２０ 日 １７ 日 １５ 日 １９ 日 １６ 日 １６ 日

２８ 日 ２３ 日 ２８ 日 ２５ 日 ２９ 日 ２７ 日 ２４ 日 ２２ 日 ２６ 日 ２２ 日 ２３ 日

３０ 日

行政相談 ８ 日 １３ 日 １０ 日 ８ 日 １２ 日 ９ 日 １４ 日 １１ 日 ９ 日 １３ 日 １０ 日 １０ 日

第2・4水曜日
13：00～16：00 ２２ 日 ２７ 日 ２４ 日 ２２ 日 ２６ 日 ２８ 日 ２５ 日 ２３ 日 ２７ 日 ２４ 日 ２４ 日

４ 日 ２ 日 ３ 日 １ 日 ３ 日 ４ 日

１６ 日 ２１ 日 １８ 日 １６ 日 ２０ 日 １７ 日 １５ 日 １９ 日 １７ 日 ２１ 日 １８ 日 １８ 日

人権相談 ３ 日 １ 日 ５ 日 ２ 日 ７ 日 ４ 日 ２ 日 ６ 日 ３ 日 ３ 日

第1・3水曜日
13：30～16：00 １５ 日 ２０ 日 １７ 日 １５ 日 １９ 日 １６ 日 ２１ 日 １８ 日 １６ 日 ２０ 日 １７ 日

行政書士相談 ２５ 日 ２３ 日 ２４ 日 ２２ 日 ２６ 日 ２４ 日 ２８ 日 ２５ 日 ２５ 日

第4木曜日
13：00～16：00

労働・社会保険相談 １７ 日 １５ 日 １９ 日 １７ 日 ２１ 日 １８ 日 １６ 日 ２０ 日 １５ 日 １９ 日 １９ 日

第3金曜日
13：30～16：00

暴力団に関する相談 １０ 日 ８ 日 １２ 日 １０ 日 １４ 日 １１ 日 ９ 日 １３ 日 １１ 日 ８ 日 １２ 日 １２ 日

第2金曜日
13：30～16：00

※４  人権相談・・・４月第１週・３月第３週は、ありません。

※５　行政書士相談・・・４月・５月・８月は、ありません。

令和８年度    専 門 相 談 日 程 表      松江市役所   消費・生活相談室

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※１　法律相談・・・６月は、第５週火曜日に実施します。また、８月第２週・１１月第１週・２月第４週は、月曜日に実施します。

※２　登記相談・・・６月・７月・９月・１０月・１２月・２月は、第1木曜日も実施します。

※３　登記相談・・・司法書士による相談を実施しますが、４月１６日、７月１６日、１０月１５日、１月２１日は土地家屋調査士による相談もあわせて実施します。　

法律相談
（予約制）

毎月毎週火曜日
13：15～16：15

登記相談
（予約制）
第3木曜日

13：00～16：00
※3※3 ※3

※2 ※2※2 ※2※2 ※2

※5 ※5※5

※1

※1

※1

※1

※4

※6
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※６　労働・社会保険相談・・・１２月は、ありません。


